
0人 0人

-1人 -

4人

（Ｈ２７年４月１日採用職員を含む）　

12人 0人 3人 95人

1人

その他事業 2人 - - 2人 - - - -

3人

下水道事業 - 1人 - - - - - -

- - 1人

水道事業 3人 - - - -

9人

計 57人 6人 10人 6人 1人

- - -

- - - 1人

教育委員会 8人 - - - -

- - - 2人

農業委員会 1人 - - - -

12人 - 2人 75人

議　　会 2人 - - - -

看護師 医療技術職 栄養士 合計

町長部局 41人 5人 10人 4人 1人

- - 0人

（３）年度当初の常勤職員数

一般行政職 土木・建築職 保育士 保健師 医師

0人 0人 10人

そ の 他 - - - - - -

- - 4人

計 7人 0人 0人 1人 1人 1人

- - 2人

自己都合 3人 - - - - 1人

- - 4人

勧奨退職 1人 - - 1人 - -

医療技術職 栄養士 合計

定年退職 3人 - - - 1人 -

平成２７年度　幌延町人事行政の運営等の状況について

１．職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員別採用者数

一般行政職 看護師 医療技術職 栄養士土木・建築職 保育士 合計

高　卒 1人 - - - 2人-

保健師 医師

短大卒 1人 - 3人 - - - - - 4人

大　卒 7人 1人 - 1人 - - - 1人 10人

計 9人 2人 3人 1人 0人 1人 16人

（２）事由別退職者数

一般行政職 土木・建築職 保育士 保健師 医師 看護師
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（４）部門別職員数の状況

一般行政部門
（福祉関係除く）

福祉関係

公営企業等会計
部門

※特別職（町長・副町長・教育長）を除く

（５）一般行政職員の行政職給料表級別職員数の状況（平成２８年４月１日）

区　　　分 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 合計

標準的な職務 課長 主幹 係長 主任 主事 主事

職　　員　　数 8人 11人 13人 4人 17人 12人 65人 ※
構　　成　　比 12.3% 16.9% 20.0% 6.2% 26.2% 18.5% 100.0%

※税務職員、医師、看護師、保育士、保健師等をのぞいた人数

（６）定員適正化計画書

①　定員適正化計画の数値目標

（単位：人）

区　　　　　　　分 職　　員　　数 対　前　年

部　　　　　　　門 ２８年度 ２７年度 増　減　数

議　　会 2　　   人 2　　   人 人
総　　務 20 17 3
税　　務 3 3
農林水産 7 5 2
商　　工 2 1 1
土　　木 9 10 ▲ 1
小　　計 43 38 5
民　　生 18 16 2
衛　　生 18 24 ▲ 6
小　　計 36 40 ▲ 4

一 般 行 政 部 門 79 78 1
特別行政部門（教育） 10 9 1

病　　院 0 0
水　　道 2 3 ▲ 1
下水道 1 1
国　　保 1 1
介　　護 4 3 1
小　　計 8 8

総　　　合　　　計 97 95 2

　職員の定員適正化については、平成２７年４月に「幌延町定員適正化計画」を策定し、地方創生への
取組等のため必要な職員数を確保しつつ、効率的な組織運営を目指すこととしています。
　基本的な考え方として、定年退職者の再任用希望を早期に把握し、これを受けた新規職員の確保、
技術職員の採用前倒し等により、若年層職員の育成に努め、行政サービスの低下を招かないよう、
適正な定員管理を行います。

計　　画　　期　　間
数値目標

始期 終期
平成27年4月1日 平成32年3月31日 職員数　８１人　▲6.9％

※普通会計（一般会計及び診療所会計）における、特別職（町長・副町長・教育長）及び派遣職員を除く一般職員



②部門別職員数の推計と実績

定員適正化計画での職員数

部門別職員数の推移（実績）

部　　　　　　　　門 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
普通会計　合計 87 90 85 84 81

部　　　　　　　　門 27年度 28年度

議　　　　　　　　会 2 2
総　　　　　　　　務 17 20
税　　　　　　　　務 3 3
民　　　　　　　　生 16 18
衛　　　　　　　　生 24 18

　　　　（内、診療所） (17) (13) 
農　　林　　水　　産 5 7
商　　　　　　　　工 1 2
土　　　　　　　　木 10 9
一般行政     計 78 79
教　　　　　　　　育 9 10
普通会計　合計 87 89



２．職員給与の状況

（１）人件費の状況（平成28年度各会計当初予算）

千円 千円 ％ ％

(C)

(D) 千円

※人件費には、給料・職員手当の他、共済費や退職手当組合負担金が含まれます。

（２）一般職員給与の状況（平成28年度各会計当初予算）

　会　　計　　名

人 千円 千円 千円 千円 千円

（３）職員の平均給与月額及び平均年齢状況（平成２８年４月１日）

区　　分

※派遣職員、医療職の医師、医療技術職、看護師及び准看護師職員は除いています。

※平均給与月額とは、給料と職員手当(期末勤勉手当及び寒冷地手当を除く)を合わせた額の平均です。

（４）職員の初任給と経験年数別平均給料月額（平成２８年４月１日現在）

円 円 円 円 円

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合の採用後の年数をいいます。

一 般 職 員

176,700

12.0

6,496,222 779,899

会計区分
人件費 ２８年度人件費率

一般会計

特別・事業会計

合計
5,866,166 817,541 13.9

16.6

２７年度
人件費率

歳出予算額
（A） （B) （B/A）

13.3 10.3

1,140,166 189,205 20.4

4,726,000 628,336

平成27年度
一人当り

平成27年度合計

給与費

一　般　会　計

特別・事業会計

合　　　計

23

99 338,410

78,169 5,402.1

5,358.6

（A)

406,255 5,345.5

職員数

46,080

（C）－（D）　　37,642

146,014 5,197.4

124,249 6,956.4

5,641.6

平均給与月額 平均年齢

高校卒

一般行政職

経　　　験　　　年　　　数

144,600

261,900

未　　満
区　　　　　　　分 初任給 10～15年

未　　満
15～20年

369,900大学卒 293,700

給料 職員手当 計（B）

給　　与　　費

20～25年
未　　満

平成28年度
一人当り給与費
（B/A）

192,094

平均給料月額

278,826円 331,041円 39.6歳

76 260,241

530,504

382,000

370,600326,200

25～30年
未　　満

- 276,600



（５）職員手当の状況（平成２８年４月１日現在）

退　職　手　当

期末・勤勉手当

扶養手当

区分

１回 診療報酬等による

１回 診療報酬等による

日額  210円

日額  210円

月額  500,000円

日額  210円

日額  2,000円

１回  1,700円～6,800円

１回  300円～600円

2.025　月分

 　　25年

勤続20年

2.600　月分

特殊勤務手当

     35年

最高限度 49.59　月分

1.225　月分 0.80　月分

49.59　月分

計

支給額は51,700円～131,900円（幌延町は１級地）

1.60　月分

2.175　月分

勤　勉

0.80　月分

特殊勤務手当については、危険、不快、不健康等の特殊な業務に従事する職員
に支給

支給率（自己都合）

20.445　月分

29.145　月分

41.325　月分

支給率（定年）

25.55625　月分

34.5825　月分

49.59　月分

国と同じ

区分

職員の世帯の区分や扶養親族の数に応じて支給

６月期

期　末

4.200　月分計

異なる

12月期 1.375　月分

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給
国と同じ

国と同じ

住居手当

管理職手当

国と同じ

やや異なる

異なる

寒冷地手当

○配偶者　13,000円

(４)病理細菌業務手当

(５)医師研究手当

○扶養親族（配偶者を除く）

○借家の場合　　家賃に応じて100～27,000円

時間外手当

管理職員
特別勤務手当

臨時、緊急又はその他公務の運営の必要により週休日等に勤務したときに支給
異なる

時間帯や平日・週休日に応じ、1回につき4,000～12,000円

国と同じ

　　夜間看護等手当（正規の勤務時間外）

手当の種類 支　　給　　額

○自宅の場合　　5,000円/月

職制上の段階、職務の等級による加算措置　　　　　　有

主幹職以上に支給

本俸に対し、課長職 11％、主幹職 9％

　　１人につき6,500円

　※満16歳から満22歳までの子１人につき5,000円加算

(１)往診手当

(２)手術手当

(３)放射線作業手当

(６)感染症等防疫作業手当

(７)死体処理作業手当

(８)夜間看護等手当（正規の勤務時間内）

時間帯や平日・週休日に応じ、勤務した時間１時間につき、0.25～0.75の割増



（６）ラスパイレス指数の推移

区　　分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

幌延町 １０２.９ １０３.６ ９８.２ ９７.０ 

猿払村 １０５.８ １０５.９ ９７.１ ９７.６ 

浜頓別町 １０２.３ １０２.３ ９５.５ ９４.１ 

中頓別町 １０５.４ １０６.９ ９９.４ ９７.８ 

枝幸町 １０１.３ １０２.５ ９４.６ ９５.６ 

豊富町 １０３.６ １０４.２ ９６.２ ９７.１ 

礼文町 １０１.４ １００.５ ９１.９ ９１.５ 

利尻町 ９９.０ １００.２ ９１.２ ９３.０ 

利尻富士町 ９８.７ ９９.２ ９３.１ ９１.８ 

（７）特別職の報酬の状況

    ６月期　　　２．０２５月分（2.10）
給　　　料   １２月期　  　２．１７５月分（2.30）

      計　　　 　４．２００月分（4.40）
    ６月期　　　２．０２５月分（2.10）
  １２月期　  　２．１７５月分（2.30）
      計　　　 　４．２００月分（4.40）

※（　　）内はＨ23年5月までの額

報　　　酬
副 議 長 190,000円
常任委員長 180,000円
議　　　員 170,000円

(９１.１) (９１.６) 

(24年度参考値)

(９５.０) 

(９７.６) 

(９４.４) 

(９７.２) 

(９３.５) 

(９５.９) 

(９３.６) 

(９１.４) 

(９２.９) 

(９２.４) 

(25年度参考値)

(９５.６) 

(９７.８) 

(９４.４) 

　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の、地方公務員の給与水準を示すもので
す。
※「参考値」は国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置がなかった場合の値です。

(９８.６) 

(９４.７) 

(９６.４) 

期末手当の支給割合
町　　　長 710,000円　（750,000）
副 町 長 600,000円　（630,000）
教 育 長 550,000円　（570,000）
議　　　長 230,000円

区　　　　　　　　　分 月　　　　額



男性職員 2人 0人 0人

女性職員 2人 1人 0人

・組合休暇 ・・・ 職員団体の業務又は活動に従事する場合の休暇

　育児休業及び部分休業の取得状況

育児休業取得対象者 育児休業取得者 部分休業取得者

・部分休業 ・・・
３歳未満の子を養育する職員が、子が３歳に達するまでの期間、１日を通
じて２時間を超えない範囲で取得できる制度

・育児短時間
　勤務

・・・
子が小学校就学の始期に達するまでの期間、職員が希望する日及び時間帯
で勤務することができる制度

（３）育児休業及び部分休業の制度

・育児休業 ・・・
３歳未満の子を養育する職員が、子が３歳に達するまでの期間、原則１回
取得できる制度

2886日 588.8日 75人 8日

（調査対象者：H26年1月1日から12月31日まで全期間在職した一般職員）

　②無給休暇

・・・
公民権行使、官公署出頭、骨髄移植、ボランティア、結婚、生理、産前・
産後、育児、配偶者出産、育児参加、子の看護、短期介護、忌引、法要祭
日、夏季、住居滅失、災害事故、災害時退勤などに要する休暇

20.4%

総取得日数 対象職員数 平均取得日数 取得率

・介護休暇 ・・・
職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母などが負傷、疾病又は老齢により
日常生活を営むのに支障があるものの介護に要する休暇

３８時間４５分 午前８時３０分
土曜日
日曜日

午後５時１５分
正 午 か ら
午後１時まで

　年次有給休暇の取得状況

総付与日数

週休日

勤務時間の割振り１週間の
勤務時間

・病気休暇 ・・・
結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎
臓疾患、糖尿病、悪性新生物による疾病、精神疾患、膠原病、その他の私
傷病の療養に要する休暇

・特別休暇

３．職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間

（２）休暇制度

　①有給休暇

・年次有給休暇 ・・・ 年間２０日（ただし、２０日を限度に当該残日数を繰り越すことができる）

始業時刻 休憩時間 終業時刻

2



内　　　　　　　　　容

　職員は、職務を遂行するに当って、法令、条例、規定等に従い、且つ、
上司の職務命令に忠実に従わなければならない。

0人

　職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために
用い、職務にのみ従事しなければならない。

0人

　職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるよ
うな行為をしてはならない。

2人

政治的行為の制限

　職員は、営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得てその事業等
に従事してはならない。

　職員は、政治的団体の結成に関与し、これらの役員になってはならず、
政治活動等を行ってはならない。

秘密を守る義務

営利企業等の従事制限 0人

　職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、証人等になった場合
も任命権者の許可が必要である。また、離職した後も同様である。

0人

信用失墜行為の禁止

0人

　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力
を挙げてこれに専念しなければならない。

区　　分

法令及び上司の命令
に従う義務

違反者数

職務に専念する義務

争議行為等の禁止
　職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、活動能率を低下させる
怠業的行為をしてはならない。

0人

10％・1ヶ月

0人

1人

1人

５．職員の服務の状況

懲
戒
処
分

地方公務員法第３０条

（服務の根本基準）

免　職

降　任

休　職

失　職

免　職

停　職

減　給

４．職員の分限及び懲戒処分の状況

処分内容 処分者数

分
限
処
分

処分内容

0人

0人

0人

0人

0人

戒　告

3



1人

1回 2日 3人

法務研修（北海道町村会） 1回 1日 1人

1人

給与制度研修会（北海道町村会）

若手職員向け職員研修 1回

　　　当町においては、人事評価制度が未実施。

宗谷管内町村監督者研修（宗谷町村会）

町内研修

派遣研修

宗谷管内町村新規採用職員基礎研修（宗谷町村会） 1回 3日 11人

1日 40人

宗谷管内町村職員中級研修（宗谷町村会） 1回 2日 1人

町村職員研修講師養成講座（北海道町村会）

（２）勤務成績の評定の状況

自治体新任管理者基礎（市町村職員研修センター） 1回 2日 1人

1回 4日

1回 1日

3日 4人

2人

留萌・宗谷地区法務研修（応用）（宗谷町村会） 1回 2日 1人

北海道建設技術職員専門研修（北海道建設技術センター）

1回 3日

27人新規採用職員研修 2回 2日

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員研修の実施状況

研修区分 受講者数日数回数研　修　内　容　（派　遣　先）

町内視察研修 1回 1日 13人

留萌・宗谷地区法務研修（基礎）（宗谷町村会） 1回 2日 4人

宗谷管内町村職員初級研修（宗谷町村会） 1回
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（２）不利益処分に関する不服申し立ての状況

18.8%

互助会名

平成２８年度予算

互助会名

（A-B）
（A-B+C）

（A）
（A+C）

北海道
市町村職員
福祉協会

255 千円 35 千円 1,103 千円 100 人 0 人 2,200 円 2,550 円 16.6%

会員一人当た
りの公費の補
助金額（事務
費を含む）

公費負担率
（事務費を含
む）

公費負担率
（事務費を含
まない）

【A】 【B】 【C】 【D】 【E】
（A-B）
（D-E）

（A）
（D-E）

2,396 円 2,719 円 16.1% 17.9%

互助会等に
対する公費
負担額

【A】のうち
互助会等の事
務費・人件費
に充当してい
る公費負担額

会員掛金
総額

互助会
会員数

互助会等二重
加入により控
除する人数

会員一人当た
りの公費の補
助金額（事務
費を含まな
い）

（A）
（D-E）

【A】のうち
互助会等の事
務費・人件費
に充当してい
る公費負担額

（A-B）
（A-B+C）

（A）
（A+C）

北海道
市町村職員
福祉協会

261 千円 31 千円 1,200 千円 96 人 0 人

【A】 【B】 【C】 【D】 【E】
（A-B）
（D-E）

会員一人当た
りの公費の補
助金額（事務
費を含まな
い）

会員一人当た
りの公費の補
助金額（事務
費を含む）

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）福利厚生制度に関する状況

公費負担率
（事務費を含
まない）

公費負担率
（事務費を含
む）

（２）北海道市町村職員福祉協会への公費の負担状況

平成２７年度決算

８．宗谷公平委員会の業務状況

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

9人 　保育士を対象

（３）公務災害補償制度

区　　分

互助会
会員数

互助会等二重
加入により控
除する人数

　　　　　なし

公　務　災　害 0件 　公務中の災害について療養補償などを行う

通　勤　災　害 0件 　通勤途中の災害について療養補償などを行う

腰　痛　検　査

発 生 件 数 内　　　　容　　　　等

互助会等に
対する公費
負担額

総　合　健　診 59人 　４０歳以上の職員と、３０～３９歳の職員の半数を対象

定　期　健　診 34人 　上記対象職員以外を対象

会員掛金
総額

　　　　　なし

区　　分 受 診 者 数 内　　　　容　　　　等
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